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御依頼のあつた検査結果は下表のとおりです。
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令和5年 9月 13日

食安発0315第4号 「食品中の放射性物質の試験法について」

(平成24年 3月 15日 )別 添 食品中の放射性セシウム検査法

令和5年 9月 19日

※結果に く記号がある場合、その数値未満であることを意味する。

検 査 結 果

目 単 位 結  果 基準値 検出限界値

放射性ヨウ素 ヨウ素 131 Bq/kg 〈10 10

放射性セシウム

セシウム 134 Bq/kg 〈10 10

セシウム 137 Bq/kg 〈10 10

合   計 Bq/kg 〈10 100

封た
イラ備

・基準値については、食安発0315第 1号 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の (一 )の (1)の 規定に基づき厚生労働大臣が定める放

射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」 (平 成24年 3月 15日 )

に示された基準値を用いています。

・本検査は、当機関が認可を受けた業務規程に準 じ、厚生労働省令で定める基準・
1に

適合する方法で実施

した検査によるものではありません。 (※ 1:食品衛生法第35条第2項 の厚生労働省令で定める基準 )
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